
平成30年1１月２６日（月）1４時～

都市整備部都市政策課

敦賀市立地適正化計画（案）
概要説明資料



1立地適正化計画の概要

立地適正化計画ってなに？

人口が減少しても、将来、都市として成り立つことを
目的とした計画です。
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2○立地適正化計画の概要

施設の集約化 ☞ 歩いて暮らせるまち
☞ 便利なまち

出典：高梁市立地適正化計画概要

福井県都市計画区域マスタープラン引用

福井県都市計画区域マスタープラン引用
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出典：高梁市立地適正化計画概要

子育て環境の充実
福祉の環境の充実



3○立地適正化計画で策定すること

立地適正化計画の内容 立地適正化計画は、居住や暮らしに必
要な施設等を誘導していく区域を定め
公共交通や都市施設の整備等の取り組
みを進めることで、人口が減少する中
でも暮らしやすい「まち」を目指すた
めの計画です。

立地適正化計画のイメージ図

居住誘導区域

○都市機能誘導区域、居住誘導区域を
定めます。

○都市機能誘導区域への誘導施設を定
めます。

○誘導するための施策を定めます。

都市計画区域

市街化区域
（用途地域）

○居住誘導区域外
規模を越える開発を行う
場合等届け出が必要とな
ります。
・３軒以上の建物の開発
・1、２戸で1,000㎡以上
の開発 等 3



4○敦賀市の現状と課題
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□敦賀市のまちの変化（市街地）

昭和38年頃

人口 54,508人

昭和50年頃

人口 60,205人 昭和60年頃

人口 65,670人

平成2年頃

人口 68,041人

宅地等の変化 DID地区の変化

33年間で大きく拡大 55年間で大きく拡大

1976年（昭和51年） 2009年（平成2年） 赤:昭和35年
青:平成27年



○敦賀市の現状と課題

□敦賀市の人口は、平成17年をピークに減少してい
ますが、世帯数は増加しています。

□将来、平成47(2035)年には、総人口で約8,500
人が減少し、特に生産年齢人口が約7,400人減少
すると推測されています。

□本市の人口減少は、スポンジ状に進行すると考え
られます。
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□敦賀市の人口の変化及び今後の予測



1970年の夜間人口分布 2005年の夜間人口分布

35年間で人口分布が２分化

中心市街地
や松原地区粟野地区

周辺

【人口分布】
北側から南側へ

【商業】
中心市街地から木
崎等の新市街地へ

人口構造や都市構
造等は、中心市街
地から郊外へ移っ
ています。

中心市街地
や松原地区

○敦賀市の現状と課題

資料：都市構造可視化計画

約30年間で中心市街地の商業が衰退し、
商業機能が木崎や中央町周辺へ

中心市街地
（商店街周辺）

木崎周辺や
中央町周辺

中心市街地
（商店街周辺）

1979年の小売業販売額 2007年の小売業販売額
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資料：コミュニティバス再編計画より

再編後の路線網
□本市は、公共交通機関が、鉄道とコ

ミュニティバス、路線バスがあり
ます。

□市内の公共交通手段は、コミュニ
ティバスが主です。

⇒ コミュニティバスがなくなると市
民生活に大きな影響があります。

○敦賀市の現状と課題

□公共交通の状況

乗継拠点（ハブ）

□粟野地区に乗継拠点（ハブ）を設け公
共交通網の検証を実施し、重要なポイ
ントであることを確認しました。
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敦賀市にとって、コミュニティバスが
なくなると、生活の交通手段がなくっ
てしまうため、市民生活に大きな影響
がでると考えられます。
また、ハブによる検証結果をもとに、
引き続き利便性の向上を図っていく必
要があります。



○敦賀市の現状と課題

□用途地域内の空き家の多くは市の北側
に集中し、中心市街地や松原地区等が
空洞化しています。

⇒人口密度の低下や地域の活力の低下
につながっていると考えられます。
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□空き家の状況
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○敦賀市の現状と課題
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□災害等の指定の状況

土砂災害関係 笙の川浸水想定 津波の浸水想定

□用途地域の外縁部に「土砂
災害特別警戒区域」が指定
されており、中心市街地の
北側（金ヶ崎等）や泉ケ丘
町、木崎地区のあたりにも
指定されています。

⇒居住の誘導については、慎
重に判断します。

□笙の川の浸水想定区域は、
市街地の多くの範囲で指
定されています。

⇒多くの市民も住んでおり、
居住の誘導について慎重
に検討を行います。

□敦賀湾の最深部にあた
る港周辺では0.3～1.0
ｍ、1.0～2.0ｍの津波
浸水が想定されていま
す。

⇒居住の誘導については、
慎重に検討を行います。
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市民の生活に大きな影響が生まれる恐れが考えられます市民の生活に大きな影響が生まれる恐れが考えられます

○敦賀市の現状と課題

□本市でも、都市が広がり、低密度な人口構造になっています。
□少子高齢化、人口減少が進行していくと考えられます。
□本市でも、都市が広がり、低密度な人口構造になっています。
□少子高齢化、人口減少が進行していくと考えられます。

□人口密度が低下していくと、空き家や空き地が増え、地域の活動や
地域コミュニティが成り立たなくなる可能性が考えられます。

□商業施設等、生活に必要な施設が撤退し生活が不便になっていくと
考えられます。

□利用者が減少し、公共交通の運営が困難となる可能性が考えられま
す。

本市においても、立地適正化計画を策定し、将来に渡り持続でき
るまちづくりを行っていきます。
本市においても、立地適正化計画を策定し、将来に渡り持続でき
るまちづくりを行っていきます。
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○敦賀市の課題の特徴（１）
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まちの変化や人口分布からの特徴

中心市街地や松原地区周辺

粟野地区周辺

市街地の北側と南側に
分かれたような特徴



○敦賀市の課題の特徴（２）
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本市では、地勢的要因等から、北側と南側で課題にも特徴があり、以下のよ
うにまとめることができます。

【北側】
○人口減少が進展し、空洞化が発生しています。また将来スポンジ

状に人口減少が進展していくと考えられます。
○空き家や空き店舗が増加しており、中心市街地の活力低下につな

がっていると考えられます。
○様々な都市施設が立地しておりますが、更新時期が近付いており、

建替等の更新費が必要であり、財政負担が懸念されます。

【南側】
○宅地のスプロール化が進展しています。
○都市施設の立地が少なく、新たな施設の建設は財政面から見ても

困難であると考えられます。
○将来高齢化の進展により、現在の北側と同じような問題が発生す

ると考えられます。また、自動車を運転できなくなったとき等の
移動手段の確認が重要になってきます。



○課題解決に向けた敦賀市の方針（まちづくりの方針）
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以上の課題を解決し、コンパクトシティを形成するため・・・

【方針】
都市機能が整備されている市街地の北側へ居住を誘導してい

くことで、持続可能な都市（コンパクトシティ）をめざすとと
もに、現在ある各地域の良好な居住環境については、その保全
に努めていきます。

持続可能な都市経営を行っていく上で、敦賀駅を含む中心市街
地及び市役所などの行政施設や商業施設が立地する新市街地は、
様々な都市施設が立地し、インフラ等も整っていることから将
来重要なエリアであると考えられます。そのため、中心市街地
を含む市域の北側を立地適正化計画を進める上で将来居住を誘
導していくエリアとして考えていきます。



○まちづくりの方針（理念と基本方針）

多様な世代との交流から、
様々なめぐりあいが生まれる『港まち敦賀』

～住みたくなる空間、安全で安心なまち、便利なまちを目指して～

多様な世代との交流から、
様々なめぐりあいが生まれる『港まち敦賀』

～住みたくなる空間、安全で安心なまち、便利なまちを目指して～

①生産年齢人口をまちなかへ誘導（回帰）
②コミュニティバス網の維持利便性の向上
③都市機能利便施設の郊外への進出抑制・施設の集約

３つの基本方針

まちづくりの理念

理念としてまちづくりに取り組んでいきます。

上記の３つを基本方針としてまちづくりに取り組んでいきます。
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※長期的（約５０年程度を想定）にゆっくりと居住誘導区域へ人を誘導

中心市街地拠点区域
本市の中心市街地。敦賀駅を

中心に商店街等の商業機能が集
積され、図書館や文化センター、
プラザ萬象等の施設が立地して

いる区域を設定。

新市街地拠点区域
川西地区における新市街地。

市役所や行政施設、また規模の
大きな商業施設等が立地し、市
民の生活の利便に供する施設が
多く立地している地域。その中
でも市役所を中心に行政機能が
集まる区域を設定。居住環境を保全していく区域

都市マスの整備方針に基づき、今後
も良好な住環境の維持・保全を図ると
ともに、交通網等の居住に関するセフ
ティーネットの維持・確保に努めてい
く。

居住誘導区域
本市の人口減少にあって、

持続可能な都市構造を目指
す上で、人口密度を確保し
ていくためのエリア。20年、
30年、40年先に描く本市
の市街地のエリア。

○都市機能誘導区域・居住誘導区域（案）
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都市機能誘導区域
医療・福祉・商業等の都

市機能を都市の中心拠点や
生活拠点に誘導し、集約す
ることにより、これらの各
種サービスの効率的な提供
を図る区域。



機能 都市機能増進施設
都市機能誘導区域

根拠法等中心市街地拠点 新市街地拠点

子育て支援
施設

子育て支援センター ○ ○ 子育てについての相談、情報の提供その他援助を行うとともに、乳
幼児又はその保護者が相互に交流を行う場所を提供する施設。

保育所 ○ ○ 児童福祉法第39条。

認定こども園 ○ ○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第２条第６項。

幼稚園 ○ ○ 学校教育法第１条及び第22条。

医療施設 総合病院
○

（高次医療）
—

医療法第１条の５。
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業
を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を
有するものをいう。

福祉施設
児童館、児童センター ○ ○ 児童福祉法第40条。

放課後児童クラブ ○ ○ 児童福祉法第６条の３に規定する放課後児童健全育成事業に供する
施設。

学校教育
施設

小学校 ○ ○ 学校教育法第１条及び第29条。

中学校 ○ ○ 学校教育法第１条及び第45条。

商業施設 大規模小売店 ○ ○

大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する店舗面積10,000㎡
以上の商業施設。
小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。）を行
うための店舗であって、建物内の店舗面積の合計が10,000 ㎡を超
えるもの。

行政施設 行政施設（市役所等） ○ ○ 地方自治法第155条。

文化施設

図書館 ○ — 図書館法第２条第１項及び法第２９条第１項。

博物館、美術館 ○ — 博物館法第２条第１項。

博物館相当施設 ○ — 博物館法第29条。

交流施設 交流施設 ○ —

市民の相互交流を目的とし、地域活性化の拠点として文化・交流等
の都市活動・コミュニティ活動を支える中核的な施設であり、集会
機能、会議機能、子育て支援機能、防災拠点機能などが集約された
複合施設。

○都市機能誘導区域への誘導施設（案）
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基本方針１

（１）居住を誘導する施策によって、生
産年齢人口をまちなかに誘導

（回帰）させる
・居住誘導区域内に限定した三世代同居

の促進に向けた補助
・定住移住促進に向けた住まい支援事業
・空き家購入、リフォームの支援などの

住まい支援
・空き家体験イベント等によるUIJターン

の促進
・保育所、幼稚園、認定こども園などの

整備
・企業内保育所の開設等
・小中一貫校の整備
・児童クラブの新設
・キッズパーク等の利便性を高め、子ど

もから高齢者までが楽しく過ごせる環
境の創出

（２）子供から高齢者まで多様な世代が
交流でき、コミュニティが継続し

て形成される環境を創出する
・民間企業等と連携し、キッズパークや

駅前広場でのイベントの開催
・複合機能を持った地域コミュニティセ

ンターの活動支援や新たな整備
・地域交流スペースとしての空き家活用

支援

基本方針２ 基本方針３

（３）公共交通利用圏域における居住環境
の整備により、公共交通利用者を確

保することで、コミュニティバス網
の維持を実現する

・まちなかの低未利用地の活用
・民間との連携による低未利用地における

住宅等の整備
・空き家解体支援や空き家利用の補助支援
・医療モール等の開設の検討
・コミュニティバスの乗換案内やバス運行

の状況確認システムの向上
・学生や高齢者への優遇乗車等

（４）若年層や高齢者が便利に暮らせる環
境を支えるため、公共交通の基盤を
整備する

・コミュニティバス路線の充実
・交通結節点におけるコミュニティバス乗

継拠点の整備

（５）適切な誘導施設や誘導施策によ
り、既存の都市機能増進施設の
維持を図ることで、都市の魅力
を確保する。

・公共施設解体跡地の有効活用
・空き店舗情報や仲介サービスを行う

出店サポートセンターの設置
・まちなかの空きビルや空き店舗への

出店支援
・駅西地区土地活用エリアにおける民

間資本を活用した整備
・敦賀駅や敦賀港周辺における交流施

設の整備
・居住誘導区域内の下水道施設の適切

な更新、雨水幹線の整備
・居住誘導区域内の道路網の整備
・災害時における避難所の整備、案内

看板による避難路の確保、災害情報
システムの構築

・敦賀駅周辺におけるバリアフリー交
通施設等の整備

（６）新たな都市機能増進施設を集約
立地することで、将来に渡り持
続可能な都市の魅力を創出する

・誘導施設等に対する税制優遇制度の
創設

・敦賀市公共施設等総合管理計画と連
動した公共施設の整備、更新、統廃
合の推進

6
○居住等を誘導するための考えられる施策（案）
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※目標値として把握する生活利便施設は、子育て支援施設、福祉施設（児童福祉）、商業施設
（大規模小売店舗）、文化施設、交流施設
※上記のカバー率とは、都市機能誘導区域で生活利便施設から半径500ｍの範囲が占める割合

居住誘導区域の人口密度

公共交通利用者数
（コミュニティバス）

評
価
指
標

都市機能誘導区域における
生活利便施設のカバー率

現
状
値
（
基
準
）
目
標
値

３９．５人/ha

平成29年度人口密度

平成47年度人口密度

３９．５人/ha

２９５,７２４人/年

平成29年度利用者数

３００,０００人/年

平成４７年度利用者数

９４．３％

平成2８年度

１００％

平成４７年度

指標１ 指標２ 指標３必須 必須

○指標（目標値）及び期待される効果

18

○ 居住誘導区域内の空き家の活用 ⇒ H30空き家数の5％程度が活用される

○ 商業集積地区の小売業１店舗当たり売上増加

H26より８％増加【１．２億円/１店舗（小売業）H26】⇒ H47 １．３億円/１店舗

○ 公共施設の維持管理費の削減 ⇒ H28より2億円／年削減

期待される効果



PDCAサイクル

立地適正化計画は、おおむね５年毎に事業や施策の実施状況について評価を行い、
計画の進捗状況や妥当性等を精査して、見直しを行うものとされている。

○計画を評価するための方法

Plan：計画（計画作成）

Do   ：実行（事業を実施）

Check：評価（進捗状況の確認、評価）

Action：改善（計画の見直しや改訂等）

敦賀市立地適正化計画の見直しや評価を行いながら
計画を進めていきます。

19

敦賀市
立適


